
 

 

１ 目 的 

町内中小企業者の新分野進出やイノベーション等による事業拡大を支援することを目

的とします。 

 

２ 補助対象者 

⑵   町内に１年以上本社又は事業所を有する中小企業者であること。 

⑵ 前号の中小企業者のうち、農業・林業、漁業、公務員及び公の秩序又は善良の風俗を

害するおそれがある業種を営む者でないこと。 

⑶ 国、県、町及び他の団体等から本事業と重複する補助金等の交付を受けていない者 

⑷ 町税等を完納していること。 

⑸ 川西町暴力団排除条例（平成２４年条例第７号）第２条第１号から第３号に定める暴

力団、暴力団員及び暴力団等に該当しない者。 

 

３ 補助対象事業 ※１申請者につき、どちらか一方のみ申請可能です。 

 ⑴ ハード事業とは、新たな製品及び商品の開発、生産等を行うものとする。 

 ⑵ ソフト事業とは、新たなサービス、販路の開発等を行うものとする。 

 

４ 補助対象経費、補助率等 

事業区分 内  容 

ハ
ー
ド
事
業 

【新たな製品及び商品の開発、生産等のほか、シェアオフィス等の多様な働

き方に対応した環境整備】  

○新たな事業の遂行に必要な機械、装置等の取得に係る経費 

○新たな事業の遂行に必要な建物、建物付属設備の取得改修に係る経費 

 ・工事請負費：施設整備費  

 ・備品購入費：備品の購入費  

 ・そ の 他：特に必要と認められるもの  

ソ
フ
ト
事
業 

【新たなサービス、販路の開発等】  

○新たなサービス提供のために必要な経費  

○新たな販路の開拓にために必要な経費  

・報 償 費：専門家の謝金（補助対象者の構成員は除く。）  

 ・印刷製本費：ポスター、チラシ等の作成経費  

 ・委 託 料：専門知識や技術を要する業務を外部委託した費用  

 ・そ の 他：特に必要と認められるもの  

対象とならない経費  

・必要な経理書類を用意できないもの  

・交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの  

・町内の事業所に設置されないもの  

・自社内部の取引によるもの  

・事業の実施に直接関係しない経費  

・通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等  

・汎用性があり目的外使用になり得る備品等の購入に要する経費  

中小企業イノベーション支援事業補助金 



・販売を目的とした製品、商品等の生産及び調達に係る経費  

・消耗品費、光熱水費、通信費、旅費、研修費、役員報酬及び直接人件費、中古品購入

費、不動産購入費、車両等購入費、食糧費、公租公課、金融機関等への振込手数料等  

・税務申告及び決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等の

ための弁護士費用  

・補助金応募書類・実績報告書等の作成、送付及び手続きに係る費用  

・各種保証料及び保険料  

・商品券及び金券の購入並びに商品券、金券等及びポイントで支払った経費 

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費  

 

 

５ 補助率及び補助金額 

事業区分 補助率 補助金交付限度額等 

ハード事業 補助対象経費合計の１／３以内の額 
１事業者につき１００万円 

（補助対象経費の下限は１０万円） 

ソフト事業 補助対象経費合計の１／２以内の額 １事業者につき５０万円 

※補助対象経費に係る消費税は補助金に含まない。 

 

６ 提出書類 

①   交付申請 

  ① 補助金交付申請書、成果目標 

②   経費予算書 

③   補助金交付の対象となる経費の明細及び積算内容が確認できる書類（見積書等の写

し） 

 

 ⑵ 実績報告 

  ① 補助金実績報告書 

② 経費決算書 

③ 事業に係る経費の支払いを証明する書類（通帳の写し、領収書の写し及び出納帳簿

等の写し） 

④ 写真、チラシ及び報告書等の事業の実施状況がわかるもの 

※申請内容により、その他提出が必要な書類があります。 

 

⑶   補助金請求 

①   補助金請求書（様式第８号） 

 

７ 留意点 

 ⑴ 補助金の支払いは、事業完了後となりますので、補助事業期間中の経費については、

自己資金や借入金等で自己調達する必要があります。 

 ⑵ 補助金の交付については、審査会を経て決定します。申請要件を満たしていても審査

の結果、補助金の交付を受けられないことがありますのでご了承ください。 

⑶ 審査会に出席を求め、ヒアリングを行う場合があります。 



 ⑷ 応募者からの申請額の合計が予算額を超える見込みとなった場合、上記の審査内容に

加えて、以下の点も考慮しながら応募内容を審査し、交付者を決定します。 

①   事業が申請年度中に確実に完了可能か。 

②   事業の実施が成果目標に結び付くものか。 

③   成果目標取組ポイントの合計点数。 

 ⑸ 申請年度から３年間について、必要に応じて事業後の進捗、成果等の状況報告書の提

出を求める場合があります。 

⑹ 交付決定を受けた内容に変更があるときは、変更申請が必要な場合がありますので、 

事前に担当までご連絡ください。 

 

８ 手続きの流れ 
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